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が
額

価
帳

台
の
も

更
変

の
途
用
の
産

財
政
行第

則
規
産
財

が
額

価
帳

台

）
条

が
額

価
帳

台

の
も

の
も

別
表
第
二
の

の
項
を
次
の

る
。ぎ

継
引
の
産

財
有
公

第
則
規

産
財

が
額

価
帳

台

）
条

が
額

価
帳

台

の
も

の
も

等
え

替
管
所

第
則
規
産

財

項
１
第
条

が
額

価
帳

台

）
項

３
第

の
も

山
口
県
事
務
決
裁
規
程

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭

る
。別

表
第
一
の
１
の
表
１
の
項

例
条

紙
証

入
収

県
和

昭

長
課

計
会

）
。
く

山
年

」
に
改
め

上
以

円
万

○
の

満
未

円
万

○
の

満
未

円
万

○
の

よ
う
に
改
め
る
。

満
未

円
万

○
の

上
以

円
万

○
の

上
以

円
万

○
の

の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

和
四
十
四
年
山
口
県
訓
令
第
四
号

の

の
ア
の
サ
中
「

第
例

条
県

口

会
長

課
政

財

た
条

７
第

）
号

８

、
別
表
第
一
の
２
の
表
７
の
項
の

一

財
管

長
部
務

総

長
課
財

管

長
部

務
総

長
課

こ
下
以
。
由

経
長
課
財
管

）
。

じ
同

て
い

お
に
項
の

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

長
課

計

」
を
「

長
課

政
財

る
す

当
該

に
書

し
だ

口
山

除
を

合
場

か
ら

ま
で
を
次
の
よ
う
に
改

すめ

訓

令



平成 年 月 日 水曜日 山 口 県 報

の
項

をの

別

法
人

中

２

（号 外 ）

別

山
年

条

用
準

て
い定

社
益
公

る
す

関
に

公
び

及
律

般
一

て
い

お
に

法
る

す
関

可
認

の
行

の
常

通 ）
条

）
項

１
民

例
特

第
法

定
目

益
公

の
位

地

を
置

措
１
第

条

）
項

２
認

益
公

に
告

勧

と
し
、

の
項
か
ら

の
項
ま
で

「

項
の

」
に
改
め
、
同
項
を
同
表

ら
か

項
で

ま
項

の

」
を
「

の

表
第
三
の
１
の
表
人
事
課
の
部
５

成
平

第
律

法
年

第
）

号

「

成
平

第
律

法
年

。
号

」
を

務
事

る
す

関
に

人
法

益
公

の
こ

下
に

等
定

認
認

益
公

法
計
統

成
平

第
律

法
年

い
お

に
項

の
こ
下

以
。

号
て

行
施
の

）
。

う
い

と
」
法

務
事

る
す

関
に

の
そ

）
条

務
総

表
第
二
の

の
項
を
削
り
、
同
表

号
２

第
例

条
県

口

」
に
改
め
、

条
３

第
例

」
に
改
め
、
同
項
の

第
法

定
認

る
す

は
又
人

法
団

）
項
３

第
条

社
移
の

へ
人

法
団

財
益

公
法
団

財
般

一
び

及
人

法
団

び
及

人
法

団
社

益
関

に
人

の
律
法

の
人

法
団

財
益

公
の

律
法

係
関

う
伴

に
行

施
律

整
成
平

第
律

法
年

下
以

。
号第
）

。
う

い
と

」
法

備
整

は
又

人
法

団
社

般
一

）
条

人
法

団
財

般
一

第
法
備

整

認
の

併
合

の
人

法
法

）
条

可

う
行

を
業

事
的

第
法

備
整

認
の

更
変

の
等

域
区

可
認
の

継
承

）
項
１

第
条

第
法
定

認勧
の

旨
き
べ

る
と

１
第

条令
命

は
又

告

取
の
定

）
項

３
第

、
項

認

し
消

第
法
定

認報
の

置
措
く

づ
基

１
第

条

告
第

法
定
認

を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表

の

の
項
と
し
、
同
表
の
備
考

、
項

び
及

項
の

ら
か

項
の

の
項
の

中
「

項
２

第

」
を
「第

項
１

第
条

」
に
改
め
、
同
表
学

削
り
、
同
部
２
の
項
を
次
の
よ
う

定
益
公

び
及

人
法

団
社

益
公
律

法
る

す
関

団
財

成
平

第
律

法
年

て
い

お
に

項

臣
大

。
う

い
と

」
法

定
認

届
の

査
調

計
統

る
す

対
に

出
る

す
関

に
行

施
の

法
の

他
。

と
こ

の

の
項
中
「

和
昭

県
口

山
年

同
項
の

中
「

等
定

決
の

等
的

目

中
「第

条

」
を
「

条
７

第

」

備
等
定
認
法
る
す
認
の
行

○
移
の
へ

○

項
の
こ
に
等

定

○
第
条

項

○
第
法
定

○
）
項

○
認

○
お
に
条

○
第
、

の

の
項
の

中
「

」

５
中
「

、
項

ので
ま

項
の

び
及
項
の

」
に
改
め
る
。

政
行
立

独
方

地
び

及
項
２

法

事
文
書
課
の
部
１
の
項
の

に
改
め
る
。

○

４
第

）
以
。

号
の
人

法

第
法

○

第
例
条

号

」
を
「

成
平

条
２

第
例

条

」
を
「

定
指

に
改
め
、
同
表
中

の
項
を

項
の

二



平成

別
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年 月 日 水曜日

別

山 口 県

別
三
の

り
下８

報

別
同
項

（号 外 ）

表
第
三
の
５
の
表
薬
務
課
の
部

等
し

消
取

の
可

条
９

第
法

」
に

て
い

施
の

）
。

う
い

と
」

例
条

。
と

務
事

る
す
関

に
行

表
第
三
の
５
の
表
健
康
増
進
課
の

給
支

の
費

療
医

援
支

立
自
定

認
第
法

に
療

医
成

育

）
項

１
第

条

援
防

消
急

緊

医
院
通

神
精

１
第

示
指

る
す
対

に
隊

助
）

項

表
第
三
の
２
の
表
統
計
分
析
課
の

４
の
表
生
活
衛
生
課
の
部
中

の

げ
、
７
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

全
安

・
心

安
の

食
県

口
山

例
条

進
推

成
平第
例
条

県
口

山
年

お
に
項

の
こ

下
以

。
号

定
決

安
の
食

掲
に

を
置

措
第
条

準
て

い
お

告
勧

こ
る

す
関

ら
か

表
第
三
の
１
の
表
防
災
危
機
管
理

の

中
「

」
を
「

」
に
改
め 項

１
第

条
民
例

特

）
項

２
民

例
特

消
取

の
定

社
益

公

益
公
第
条

の
項
の

中
「

等
可

許
第

法

改
め
、
同
項
の

中
「

掘
の

地
土

部

の
項
の

を
次
の
よ
う
に

の
も

る
係

に
療

の
も

る
係

第
法

○
３

の
条

部
１
の
項
中
「

及
普

」
を
「

表
公

項
を

の
項
と
し
、
８
の
項
か

加
え
る
。

す
関
に

進
推

の
全

安
・

心

外
以
項

事
る

げ

的
本

基
る

る
と

関
に

行
施

の
例

条
の

令
命
は

又
告

勧
の

旨
き

べ

基
に

）
項

２
第

、
項

１
整

告
報

の
置

措
く

づ
第

法
備

整
第

法
備

整
る

す
用

）
項

３
第

条

外
以

項
事

る
げ

掲
に

で
ま。

と
益

公
の

課
の
部
７
の
項
の

中
「

項
２

第

、
同
項
中

を

と
し
、

の

命
置
措

る
す

対
に

人
法

法
令

の
散

解
の
人

法
法 ）

備
整

令
命

公
は

又
人

法
団

第
法

備
整

し
移

の
へ

人
法

団
財

益
第

法
備
整

計
出

支
的

目

）
項

１
第

条

可
認

の
更

変
の

画
）

項
１

整

項
３

第
、

項
１

第
条

３

」
を

等
し

消
取

の
可

許
の
削

法

改
め
る
。

神
精
県
口

山
○

所
健

保
○

ー
タ

ン
セ

祉
福
健
保

及
普
、

」
に
改
め
、
別
表
第

ら

の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰

法
備

○
こ
る
す

○
の
策

施

○
第

○
に
人
法

○
に

条」
を
「

項
３

第

」
に
改
め
、

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
法

○

第
法

備

○
認
の

行

○
第
条

）
９

○

別
表
第
三
の
５
の
表
薬
務
課

条
７

第

」
を
「

条

令
命

復
回

状
原

」
を
「第

条

」
に
改
め
、

「第
項

１
第

条

」
に
改
め
、

条

」
に
改
め
、
同
項
中

を

取
の

可
許

の
取

採
の

泉
温

消の
部

の
項
の

中
「第

１
第

条

第
法

条

」
に
改
め
、
同
項
の

同
項
の

を
同
項
の

と
し
、
同

同
項
の

を
同
項
の

と
し
、
同

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加

等
し

第
法

○
の

条

三

項

」
を
「第

項
１

第
条

」
に

を
削
り
、
同
項
の

中
「第

項
の

中
「第

項
１

第
条

」

項
の

中
「第

条

」
を
「第

え
る
。

改 を



平

別
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福
人

項
ま

し
、

（号 外 ）

め
、

項
１

１
第

「第
別

表
第
三
の
７
の
表
農
林
水
産
政
策

）
項

期
短）

項
要

重

の
告

報

命
正

是

山
人

法
政

ら
か

４
第

、
項

計
期

中

諸
務

財

監
計

会

監
計

会

の
余

残
３
第

条

）
項

１
第

額
度

限

構
機

療
医

祉

」
に
改
め
、
同
部
中

で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表

別
表
第
三
の
６
の
表
新
産
業
振
興

口
山

人
法

政
行

立
独

方
地

に
ー

タ
ン
セ

術
技

業
産

県
務
事

る
す

関
）

項
項

の
こ

下
方

務
業

の
金

料

目
期

中

同
項
の

中
「

」
を
「

」
に

項

」
を
「第

項
１

第
条

」
に
改

」
を
「第

項
１

第
条

」
に
改
め

条

」
に
改
め
、
同
項
中

を

受
を
可

許
の

用
利

の
泉

温認
承

の
者
た

け
第

法
第
、

項
１

第
条

第
条

表
第
三
の
５
の
表
長
寿
社
会
課
の

課
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

可
認

の
え

換
借

の
金

入
借

第
法

可
認

の
等

分
処

の
産

財
な

第
法

査
検

入
立

び
及

収
徴

第
法

令

第
条

第
法

）
項
１

第
条

外
以

項
事

る
げ

掲
に

で
ま

セ
術

技
業

産
県

口
方

地
の

認
の
画

る
す

関
に

ー
タ

ン

令
命

更
変

び
及

可
第

法

認
承

の
表

）
項

第
法

任
選
の

人
査

）
項
１

第
条

第
法

任
解
の

人
査

）
条

第
法

処
の

金
立

積
び

及
額

）
条

４
第

、
項

認
承

る
係

に
理

入
借

期
短

た
え

超
を

）
項

可
認
の

金
法

４
の
項
を
削
り
、
５
の
項
を
４

障
害
者
支
援
課
の
部
中
７
の
項

課
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

可
認
の

書
法
お
に

人
法

政
行

立
独

方
地

て
い

第
）

。
う

い
と

」
法

可
認
の

限
上

第
法

及
定
設

の
標

）
項

１
第

条

更
変

び
第
法

第
条

改
め
、
同
項
の

を
同
項
の

め
、
同
項
の

を
同
項
の

と

、
同
項
の

を
同
項
の

と
し

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に

）
項
１

の
継

承
の

位
地部

２
の
項
中
「

療
医

・
祉

福
会

社

。

項
１

○
１

第
条

○
２

第
条

○
。
と

こ
行
立

独

○ ○
）

○ ○ ○ ○
１
第

条第

○
第
法

○
条

の
項
と
し
、
６
の
項
か
ら
９
の

を
削
り
、
８
の
項
を
７
の
項
と

。法

○
）
項
１

○

○
１
第
条
以

と
し
、
同
項
の

中
「第

条

し
、
同
項
の

中
「第

第
条

、
同
項
の

中
「第

条

」
を

加
え
る
。

所
健

保
○

団
業
事

」
を
「

法
政
行

立
独

四



平成

程
規

のを
務

年 月 日 水曜日

別
と
し

項

」
と
し別

、
項

山 口 県

次
の別

と
し

報

「
別

と
し

、
項

法
続

中

（号 外 ）

４別

等
認

承
の

第
法

項
１

第
条

」

中
「

程
規

施
実

業
事

分
処

地
林

又
任

選
の

者
き

べ
う

行

のの
会

総
は

表
第
三
の
７
の
表
団
体
指
導
室
の

、
同
項
の

中
「第
い

お
に

条

を
「第

４
第

、
項

３
第

２
の

条

、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

任
選

の
事

理
仮

第
法

）
６

の
条

表
第
三
の
７
の
表
団
体
指
導
室

項
３

第

」
を
「

す
定

規
に

法
託

信

よ
う
に
加
え
る
。

法
託

信
成

平
第

律
法

年
使

行
の
限

権
号

第
法

の
条

）

表
第
三
の
７
の
表
団
体
指
導
室
の

、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま

令
命

の
上

督
監

第
法

５
の

条

」
に
改
め
、
同
項
中

を

と
し

の
約
契

用
専

の
設

施
合

組
し
消

取

表
第
三
の
７
の
表
団
体
指
導
室
の

、
同
項
の

中
「第

の
２

の
条

治
明

第
律

法
年

第
）

号

項
４

第

」
に
改
め
、
同
項
中

を

「

事
理

仮

」
を
「

務
職

の
員

役
時

一

に
成

育
種

品
務

職
の

員
職

程
規

る
す

関
第

令
訓

県
口

山
年

２
成

平

お
に

項
の

こ
下

以
。

号
３
て

い
施

の
）
。

う
い
と

」
令

訓

務
事
る

す
関
に

行

）
項

の
録
登

の
服

不

と
こ

る
す

び
及

表
第
三
の
７
の
表
団
体
指
導
室
の

を
「

等
可

認
の

金
担

分
第

法

等
認

承
第

法

集
招

第
、

項
１

第
条

第
法

項
１

第
条

」
に

部
５
の
項
中

を

と
し
、

手
件

事
訟

非
る

す
用

準
て項

第
法

続

」
に
改
め
、
同
項
中

を

。

○

の
部
７
の
項
の

中
「

行
の

限
権

る

の
程

規
託

信

使
第

法
条

」
○

る
す

定
規

に
）部

５
の
項
の

中
「

」
を
「

で
と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う

○
）

項
２

第

、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え

第
法

○
）

条

部
１
の
項
中

を

と
し
、

第
び

及
２

の
条

お
に

項
３

第

ノ
条

項
３

第
、

項
２

第

」

と
し
、

か
ら

ま
で
を

者
き

べ
う

行
を

」
に
改
め
、
同

定
決
の

願
出

立
申

項
１

第
条

４
第

令
訓等

定
決

の
て

第
条

８
第
令

訓

訓
の

外
以

項
事

る
げ

掲
に

。
施

の
令

部
１
の
項
中

か
ら

ま
で
を

項
１

第
条

」
に
改
め
、
同
項

項
３

」
を
「

職
の
員

役
時

一

改
め
、
同
項
中

を
削
り
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で

ノ
条

３
第

、
項

２
第

と
し
、

を

と
し
、

を

等
認

承
第

法
１

第
条

に
改
め
、
同
項
の

中
「

済
共

」
に
改
め
、
同
項
中

を

に
加
え
る
。

る
。

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で

件
事
訟

非
る

す
用

準
て
い

手

を
「第
の

条
３

第
９

の

か
ら

ま
で
と
し
、
同
項
の

項
中

を

と
し
、

の
前
に

に
行

○
）
項
２

○
２
第
、

○
関

削
り
、
同
項
の

中
「

」
を

を

と
し
、

か
ら

ま
で

項
の

を
同
項
の

と
し
、
同

の
項
か
ら
８
の
項
ま
で
を
一
項

を
４
の
項
と
し
、
２
の
項
を
３

る
。

「

査
調
び
及

出
申
の
見

意
第

法

を

と
し
、

を

と
し
、
同

と
し
、

を

と
し
、

を

め
、
同
項
の

を
同
項
の

と

き
べ
う
行

を
務
職
の

員
役

者

」

第
法

ノ
条

項
３

第
、
項

２
第

び

を
削
り
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

か
ら

ま
で
と
し
、
同
項
の

表
流
通
企
画
室
の
部
中
１
の
項
を

ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
農
業
振
興

の
項
と
し
、
１
の
項
を
２
の
項
と

項
４
第

、
項

３
第

９
の

条

」

項
の

中
「

○
」
を
「

と
し
、

か
ら

ま
で
を
削
り
、

し
、
同
部
８
の
項
の

中
「

協
業

漁

に
改
め
、
同
項
の

中
「第

に
条

」
を
「第

、
項

３
第

９
の

条

同
項
の

中
「

組
う

行
を
業

事
用

信

を

と
し
、
同
項
の

中
「

人
算

清

五

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、

削
り
、
２
の
項
を
１
の
項
と
し
、

課
の
部
中
４
の
項
を
削
り
、
３
の

し
、
同
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加

に
改
め
、
同
項
中

を

と
し
、

○

」
に
改
め
、
同
項
中

を

同
項
の

中
「

」
を
「

」
に

事
理

仮
の

等
合

組
同

」
を
「

非
る

す
用

準
て

い
お

時
一

項
４

第

続
手
件

事
訟

」
に
改
め
、
同
項
中

る
す

対
に

合

」
を
削
り
、
同
項

任
選

の
第
法

項
２
第

条

」
同３項え 改及中 を
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課 会 大 ツ ー ポ ス 者 害 障別

山 口

え
る別

「及
金

及改
め

県 報

８
の

で
を別

に
改

（号 外 ）
１別

部
４十

一
年
四
月
一
日
印
刷

十
一
年
四
月
一
日
発
行

附

則

ツ
ー
ポ

ス
者

害
障

国
全

１

関
に

備
準

の
催

開
の

会
大

務
事
る

す

び
、

備
営

運
会

開
大

ツ
全。

と
に

表
第
三
の

の
表
会
計
課
の
部
３

。

は
又
用

利
、

発
開

の
湾

港
域
区

る
め

認
と

特
上
全

保

３
示
公

び
及

等
定

指
の

等
）
項

２
第

、
項

１
第表

第
三
の
９
の
表
総
務
企
画
課
の

会
員

委
備

準
び

」
を
削
り
、
「

障
国

全
に

び
並

賛
協

び

選ポ
ス

者
害

、
同
表
競
技
式
典
課
の
部
の
次
に

表
港
湾
課
の
部
１
の
項
の

中

か
ら

ま
で
と
し
、

の
前
に

埠
定
特

定
認

の
業

事
の

営
運

の
頭

災
防
域

広
湾

港

）
項

１
第

意
同
の

域
区

）
項
２

第
第
法

表
第
三
の
８
の
表
港
湾
課
の
部
１

め
、
同
項
中

を

と
し
、

か

価
び

及
給

需
の

糧
食

要
主

律
法

る
す
関

に
定

安
の

格

第
律

法
年
６

成
平い

お
に
項

の
こ

下
以

。
号
て
行

施
の

）
。

う
い

と
」
法

務
事

る
す

関
に

関
に

行
施

の
料

資

表
第
三
の
７
の
表
農
業
振
興
課
の

の
項
中
「

庫
公

融
金

業
漁

林
農

」発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

総
の
会

ー
ポ

ス
者

害
障

国

式
会
閉

び
及

式
、

整
調

合

泊
宿

整
の

場
会

技
競

、
の

す
関
に

技
競

並
送

輸
び

及

の
も

重
に

特
が

長
課

こ
る

外
以
の

も
重

に
特

が
長

課
も

の

の
項
の

中
「

和
昭

県
口

山
年

る
あ

が
要

必
に

第
法

○
の

条

部
１
の
項
の

中
「

定

障
国

全
び

及

」
を
「

ー

閉
び

及
式

会
開

、
定

選

備
準

の
催

開
の

会
大

ツ

」
を

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
法

○
３

の
条

○
２

の
３
の

条
の
項
の

中
「第

項
１

第
条

ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と

出
提

の
そ

）
項

３
第

条
４

第
法
。
と

こ
る

す
他

部
８
の
項
中

を
削
り
、

を

を
「

融
金

策
政

本
日

社
会

式
株

公

庁事

め
認
と
要

○
る
め
認
と

要

○
の

る

。
号

８
第

例
条

」
を
削
る
。

会
大

ツ
ー

ポ
ス

者
害

」
及
び

営
運

の
式
会

」
に
、
「

募
、

「

賛
協

び
及

金
募

に
び
並

」
に

中

を

と
し
、

か
ら

ま

」
を
「第

項
１
第

２
の

条

」

し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加

○
の
法
の

と
し
、
同
表
農
村
整
備
課
の

庫

」
に
改
め
、
別
表
第
三
の

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

六


